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第３次狭山市総合振興計画中期基本計画に掲げた 
教育関連施策のとりくみ目標の点検評価票 

（所管課：体育課） 

整理番号  L－２  
５章 人を育み文化を創造するまちをめざして（教育文化） 
１節 生涯学習の振興  

 ２ スポーツ・レクリエーション活動の促進 
とりくみ目標 

目 標 項 目 現状値 
（平成１７年度） 

平成２０年度末数値 目標値 
（平成２２年度） 

スポーツ施設を利用した人数 579,528 人／年 787,713 人／年 622,000 人／年 
（平成 20年度までの取り組み） 
各種のスポーツ教室の開催や体育協会をはじめとする各種スポーツ・レク

リエーション団体の活動の促進を通じて、さらには、各施設での自主事業の

実施を通じて、スポーツ施設の利用の促進を図った。 
施設面では、平成１８年度に、河川敷を利用して、硬式野球、サッカー及

びソフトボールの専用グランドを開設するとともに、入曽多目的広場に、新

たにスケートボード場を開設し、利用の促進を図った。また、地域スポーツ

施設については、平成２０年度より市直営管理から民間の指定管理者へ移行

した。 
 
（目標値に対する達成状況） 
目標値は、市の屋外運動施設、市民総合体育館、狭山台体育館、小中学校

開放体育館、武道館、プール（狭山台、南入曽公園、入間川小学校）などを

利用した人数である。施設の利用人数の増加や新たな施設の開設等により、

目標値は達成している。 
 
 
（今後の取り組み予定等） 
今後も、市民のニーズを的確に把握し、スポーツ教室等を開催するととも

に、体育協会をはじめとするスポーツ・レクリエーション団体のより一層の

活性化を図り、市民のスポーツ・レクリエーション活動の裾野の拡大を図っ

ていく。 
 
 


